
平成１９年度 加美町職員の人事行政の運営等の状況 
 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 
 （１）職員の採用の状況（平成１９年４月１日採用） 

区  分 男性 女性 合計 
行 政 職 ２ ２ ４. 
労 務 職 － － － 

計 ２ ２ ４ 
 
 （２）職員の退職の状況（平成１８年度） 

区  分 男性 女性 合計 
定 年 退 職 ２ ３ ５ 
勧 奨 退 職 － ２ ２ 

自己都合退職 ３ － ３ 
そ の 他 － － － 

計 ５ ５ １０ 
 
 （３）職員数の状況 

職  員  数        区 分 
部 門 平成19年 平成18年 

対 前 年 
増 減 数 

議  会 
総  務 
税  務 
民  生 
衛  生 
農林水産 
商  工 
土  木 

５ 
７０（５） 

１５ 
７３ 
１５ 
２９ 
８ 
２０ 

５ 
７０（６） 

１６ 
８０ 
１５ 
３０ 
８ 
２１ 

－ 
－ 

△１ 
△７ 
－ 

△１ 
－ 

△１ 

一
般
行
政
部
門 

小  計 ２３５ ２４５ △１０ 

教  育 １０２ １０２ － 特
別
行
政
部
門 

小  計 １０２ １０２ － 
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水  道 
下 水 道 
国  保 
介護保険 

５ 
６ 
９ 
１１ 

５ 
６ 
９ 
７ 

－ 
－ 
－ 
４ 

公
益
企
業
等
会
計
部
門 小  計 ３１  ２７  ４ 

合  計 
３６８  

[３８０］ 
３７４  

[３８０］ 
△６  

 

     （注）１ 職員数は、町長・副町長・教育長を除いています。 
        ２ 平成１９年度及び平成１８年度の総務の（）は、うち派遣職員数で

す。（平成１９年度の内訳は、加美郡保健医療福祉行政事務組合３人、

宮城県１人、宮城県市町村職員研修所１人） 
        ３ 合計の[ ]内は、職員定数条例で規定している職員の定数です。 
 
 （４）年齢別職員数の状況 

区分 
20歳

未満 

20 

～ 

23歳 

24 

～ 

27歳 

28 

～ 

31歳

32 

～ 

35歳

36 

～ 

39歳

40 

～ 

43歳

44 

～ 

47歳

48 

～ 

51歳

52 

～ 

55歳 

56 

～ 

59歳 

60歳

以上
計 

職員数 1 1 24 32 30 35 24 35 50 65 71 － 368 

 
 
２ 職員の給与の状況 
 （１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(平成18年度末) 
歳 出 額 

Ａ 
実質収支 

人 件 費 
Ｂ 

人件費率 
Ｂ／Ａ 

平成 
18年度 

27,223人 14,163,485千円 416,505千円 2,881,728千円 20.3％ 

 
 （２）職員給与費の状況（一般会計当初予算） 

給     与     費 
区 分 

職員数 
Ａ 給  料 職員手当 期末･ 勤勉手当        計  Ｂ 

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ 

19年度 334人 1,286,684 158,908 525,743 1,971,335 5,902 

  （注）１ 職員手当には退職手当は含みません。 
     ２ 町長及び副町長、教育長に支給される給料、職員手当は含みません。 
     ３ 職員数については、町から給与を支給している人数です。 
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 （３）ラスパイレス指数の状況 
 加 美 町 大崎管内平均 県内町村平均 県内市町村平均

平成18年度 87.0 90.5 91.2 93.1 
平成17年度 86.5 91.3 91.6 93.5 

  （注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公

務員の給与水準を示す指数です。 
 
 （４）職員の平均給料月額等の状況について（平成１９年４月１日） 
   ①一般行政職 

区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 
加 美 町 329,818 円 366,553 円 46 歳 5 月 
宮 城 県 356,040 円 432,062 円 42 歳 6 月 

 
   ②技能労務職 

区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 
加 美 町 246,006 円 260,839 円 46 歳 7 月 

 
   （注） 平均給与月額は、給料に扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時

間外手当を加算して一人当たりの額を算出したものです。 
 
 （５）職員の初任給の状況（平成１９年４月１日） 
 

区    分 加 美 町 国 

大 学 卒 170,200円 170,200円 
一般行政職 

高 校 卒 138,400円 138,400円 

 
 
 
 
 
 （６）一般行政職の級別職員数（平成１９年４月１日） 
     

（単位：人、％） 
区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

標準的な 

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 

主幹 

係長 

課長補佐

副参事 

課長 

参事 

課長  

職員数 39 61 98 74 43 20 335 

構成比 11.6 18.2 29.3 22.1 12.8 6.0 100.0 

   （注） 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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 （７）職員手当の状況（平成１９年 4 月 1 日） 
   ①期末・勤勉手当 

加 美 町 国 
期末手当   勤勉手当 

6月期   1.4月分  0.725月分 
12月期  1.6      0.725 

計      3.0      1.45 

同じ 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級による加算措置

・役職加算 5～15％ 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級による加算措置 
・役職加算  5～20％ 
・管理職加算 10～25％ 

 
   ②退職手当 

加美町 国 
（支給率）     自己都合        勧奨・定年 
勤続20年  23.50月分＋調整額   30.55月分＋調整額

勤続25年  33.50月分＋調整額   41.34月分＋調整額

勤続35年  47.50月分＋調整額   59.28月分＋調整額

最高限度額 
        59.28月分＋調整額   59.28月分＋調整額

同じ  

  （注）退職手当の支給率は、宮城県市町村職員退職手当組合の条例で定められています。 
 
  ③扶養手当 

加美町 国 

１ 配偶者 13，000円 
２ 配偶者以外の扶養親族 
 ア 2人まで、それぞれ6,000円（職員

に扶養親族でない配偶者がある場

合は、そのうち1人について6,500
円、職員に配偶者がない場合は、

そのうち1人に11,000円） 
 イ 3人目から1人につき5,000円 
３ 扶養親族である子のうち、満15歳に

達する日以後の最初の4月1日から満

22歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある子1人につき5,000
円加算 

同じ 
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   ④通勤手当 
１ 交通期間の利用者 
   1ヶ月に相当する運賃相当額 
    限度額：55,000円 
２ 自動車等の使用者 
   使用距離（片道）により 

2,000円～24,500円 

同じ 

 
   ⑤住居手当 

１ 借家・借間に居住している職員 
 ア 月額23,000円以下の家賃を支払っ

ている職員 
  【家賃】－12,000円 
 イ 月額23,000円を超える家賃を支払

っている職員 
  11,000円+(【家賃】-23,000円)/2 
  限度額：27,000円 
２ 自己の住宅を所有し当該住宅に居住

している職員で新築・購入した日か

ら起算して5年を経過するまでの間 
2,500円 

同じ 

 
   ⑥ その他の手当 

区  分 内        容 
時間外勤務手当 平日  時間単価×125／100（深夜 150／100） 

休日  時間単価×135／100（深夜 160／100） 
管理職手当 課長等管理職の職員（参事職を除く）に支給 

 職務の級 管理職手当の額 
6 級 33,200 円 
5 級 31,700 円 

   
寒冷地手当 支給地域区分は４級地 

支給期間は、毎年１１月から翌年３月までの５ヶ月間 
 世帯主で扶養親族有りの職員 → 17,800 円 
 世帯主で扶養親族無しの職員 → 10,200 円 
 その他の職員 → 7,360 円 

 

 - 5 -



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（平成１９年４月１日） 
 
 （１）職員の勤務時間 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 
４０時間 

（８時間／日） 
午前８時３０分 午後５時１５分

午後零時から 

午後零時４５分まで 

 
 （２）休暇等の種類 
 

休暇の種類 内容 備考 

年次有給休暇 １暦年ごとに 20 日とし、20 日を超えない範囲内の残日数を繰り越

すことができる。 

 

公民権行使のための休暇 必要と認められる期間 

公の職務遂行のための休暇 必要と認められる期間 

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 

社会貢献活動のための休暇 １年につき５日の範囲内の期間 

結婚休暇 ７日以内で必要と認められる期間 

産前・産後休暇 出産予定日の６週間前から出産日まで及び出

産日から８週間を経過する日までの期間 

育児時間休暇 生後１年未満の子を育てる場合、１日１時間又

は１日２回それぞれ３０分 

妻の出産休暇 ２日以内 

男性職員の育児参加のため

の休暇 

５日以内 

子の看護のための休暇 １年につき５日以内 

忌引き休暇 親族死亡者の区分に応じ、１日から１０日の範

囲内 

父母等の法要休暇 父母、配偶者及び子の追悼１日以内 

夏季休暇 ７月から９月までの期間内において３日以内 

特別休暇 

（主なもの） 

災害又は交通機関の事故等

による休暇 

必要と認められる期間 

有給 

介護休暇 負傷、傷病又は老齢により、２週間以上にわたり親族（配偶者、父

母、子供等）を介護しなければならないとき。６月を限度として必

要と認められる期間 

無給 

病気休暇 負傷又は疾病のため療養をする場合、最小限必要と認められる期間。 疾病の区
分に応じ
た期間は
有給 
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 （３）育児休業（子が３歳に達するまでの期間）の状況（平成１８年度） 
区     分 男 性 女 性 合 計 

育児休業の承認件数 － ５ ５ 
 
 
４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 （１）分限処分者数（平成１８年度） 

区    分 降任 免職 休職 降級 合計 

勤務成績が良くない場合 － － － － － 

心身の故障の場合 － － － － － 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － － 

職制、定員の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 

－ － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － － 

条例で定めた事由による場合 － － － － － 

合   計 － － － － － 

 
 （２）懲戒処分者数（平成１８年度） 

区    分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告 注意

法令に違反した場合 － － － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合 

－ － － － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 

－ － － － － － － 

合   計 － － － － － － － 

 
 
５ 職員の服務の状況 

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 
  ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

・信用失墜行為の禁止 
・秘密を守る義務 
・職務に専念する義務 
・政治的行為の制限 
・争議行為等の禁止 
・営利企業等の従事制限 
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６ 職員の研修等の状況 
 （１）研修所等の研修 

研 修 内 容 人 数 備          考 

宮城県市町村職員研修所   

 新規採用職員研修 ３ 新規採用職員 

 一般職員研修Ⅰ、Ⅱ １３ 採用後３年～７年、８～１２年 

 監督者研修Ⅰ、Ⅱ １７ 新任係長級、係長５年程度 

 管理者研修Ⅱ、Ⅲ ２ 新任及び現任課長級 

 実務研修 ９ 研修・税徴収・個人情報・契約実務等 

 ステップアップ研修 ４ 行政評価・人事評価・企画力向上等 

市町村アカデミー   

専門実務研修課程 １ 固定資産税課税事務 
 

自治政策課題研修課程 ２ 人事評価・子育て支援 

東北自治研修所 １ 中堅職員 

自治大学校 １  

各種専門研修 ８  

 
 （２）職場内の研修 

研 修 内 容 人 数 備          考 

公務員制度と人事評価の基本 １６１ 
講師：（社）日本経営協会 

       鈴 木 由 朗 氏 

こころの健康づくりについて ３３ 
講師：宮城県精神保健福祉センター 

    所長 白 澤 英 勝 氏 

 
 
７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 （１）職員の健康診断の状況（平成１８年度） 

検 診 項 目 受診者数 備            考 

基本検診 ２５５ 職員安全衛生管理規程に定められた検診 

結核検診 ２５１ 職員安全衛生管理規程に定められた検診 

骨粗鬆症検診 ２２  

肺がん検診 ２９  

胃がん検診 ３１  

大腸がん検診 ４７  

肝炎検診 ５  

乳がん検診 ２８  

子宮がん検診 ２０  

前立腺がん検診 ２０  

人間ドック ２４９ 
うち１６９名は、宮城県市町村職員共済組合助

成制度により受診 
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 （２）公務災害の発生状況（平成１８年度） 
加入団体 災害件数 災害の概要 

地方公務員災害補償基金宮城県支部 －  
 
 （３）職員の勤務条件に関する措置及び不利益処分に関する不服申立等の状況 
   公平委員会の業務の状況 
   ①職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定及び必要な措置 
     なし 
   ②職員に対する不利益処分についての不服申立てに対する裁決、決定等 
     不服申立件数 １件（審理中） 
   ③職員の苦情相談 
     なし 
 
８ その他町長が必要と認める事項 
 （１）特別職等の職員の報酬等の状況（平成１９年４月１日） 
 
   ①給料及び期末手当の状況 

 町長  副町長 教育長 議長 副議長 議員 

給料月額 
（687,680 円） 

859,600 円 

（510,000 円）

637,500 円 

（419,200円）

524,000 円 
325,000 円 247,000 円 230,000 円

期末手当 
６月期 1.6 月・12 月期 1.75 月 

計  3.35 月分 

６月期 1.6 月・12 月期 1.70 月 

3.30 月分 

（注）（ ）内は、平成 19 年 7 月より 20％減額している額です。減額の期間は、平成 23
年 6 月までです。 

 
 
   ②退職手当の状況 

退職手当 

 
町     長 
副  町  長 
教  育  長 

（算定方式）                （支給時期） 
給料月額×在職月数×44/100   任期毎に支給 
給料月額×在職月数×26/100     任期毎に支給 
給料月額×在職月数×23/100    任期毎に支給 
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 （２）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
   ①定員適正化計画目標（10 年計画） 

計    画    期    間 
始    期 終    期 

全部門の 
数値目標 

平成１６年４月１日 平成２５年４月１日 １１２人の削減 

 
   ②定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要（平成１９年４月１日） 

15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 16～20 年区分 
部門 計画前年 1 年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 計画 

年次別 － △12 △6 △7 △6   
増
減 

累 計 － △12 △18 △25 △31   
全
部
門 

職員数 399 387 381 374 368  354 
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